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教
育
委
員
会
の
会
議
は
、
町
長

が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
し
た

５
名
の
教
育
委
員
に
よ
っ
て
、
教

育
行
政
の
基
本
方
針
や
重
要
施
策

を
は
じ
め
教
育
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
内
容
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
ま

す
。会

議
に
は
、
定
例
会
と
臨
時
会

が
あ
り
、
定
例
会
は
毎
月
１
回
、

臨
時
会
は
、
緊
急
性
を
要
す
る
事

案
が
発
生
し
た
と
き
に
開
催
さ
れ

ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
会
議
は
、
個

人
情
報
が
含
ま
れ
る
案
件
な
ど
を

除
き
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
定
員
は

先
着
15
名
で
す
。

今
年
度
の
定
例
会
の
予
定
は
、

下
記
の
表
の
と
お
り
で
す
が
、
都

合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
傍
聴
を
ご
希
望
の
か

た
は
、
教
育
総
務
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

教
育
総
務
課
庶
務
担
当

内
線
２
５
２
・
２
５
３

職
場
に
働
く
人
が
性
別
に
よ
り
差
別
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
働
く
女
性
が
母
性
を

尊
重
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
能
力
を
十
分
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
る
雇
用
環
境
の
整
備
の
た
め

に
改
正
さ
れ
ま
す
。

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

１
　
性
別
に
よ
る
差
別
禁
止
の
範
囲
の
拡
大

○
男
性
に
対
す
る
差
別
も
禁
止
さ
れ
ま
す

○
従
来
の
禁
止
事
項
に
加
え
、
降
格
、
職

種
変
更
、
パ
ー
ト
へ
の
変
更
な
ど
の
雇

用
形
態
の
変
更
、
退
職
勧
奨
、
雇
い
止

め
が
禁
止
さ
れ
ま
す

○
間
接
差
別
が
禁
止
さ
れ
ま
す

左
記
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
業
務
遂
行

上
の
必
要
な
ど
の
合
理
的
な
理
由
が
な
い

場
合
、
間
接
差
別
と
し
て
禁
止
さ
れ
ま
す
。

①
労
働
者
の
募
集
ま
た
は
採
用
に
当
た

っ
て
、
労
働
者
の
身
長
、
体
重
ま
た

は
体
力
を
要
件
と
す
る
こ
と

②
コ
ー
ス
別
雇
用
管
理
に
お
け
る

「
総
合
職
」
の
募
集
・
採
用
に
当
た
り
、

転
居
を
伴
う
転
勤
に
応
じ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と

③
昇
進
に
当
た
り
、
転
勤
の
経
験
が
あ

る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と

２
　
妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益

取
扱
い
の
禁
止

○
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
不
利
益
取

扱
い
が
禁
止
さ
れ
ま
す

省
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
理
由

・
均
等
法
の
母
性
健
康
管
理
措

置
を
受
け
た
こ
と

・
労
働
基
準
法
の
母
性
保
護
措
置
を

受
け
た
こ
と

・
妊
娠
ま
た
は
出
産
に
よ
る
能
率
低

下
ま
た
は
労
働
不
能
が
生
じ
た
こ

と
な
ど

不
利
益
取
扱
い
の
例

・
解
雇
、
雇
い
止
め

・
退
職
ま
た
は
労
働
契
約
内
容
の
変

更
の
強
要

・
降
格

・
就
業
環
境
を
害
す
る
こ
と

・
減
給
、
賞
与
等
の
不
利
益
な
算
定

・
不
利
益
な
配
置
の
変
更

・
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
派
遣
先

が
当
該
派
遣
労
働
者
の
役
務
の
提

供
を
拒
む
こ
と

○
妊
娠
中
や
産
後
１
年
以
内
の
解
雇
は
、

「
妊
娠
・
出
産
・
産
前
産
後
休
業
の
取
得

等
を
理
由
と
す
る
解
雇
で
な
い
こ
と
」

を
事
業
主
が
証
明
し
な
い
限
り
無
効
と

な
り
ま
す

３
　
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

女
性
に
加
え
、
男
性
に
対
す
る
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
含
め
た
対
策
を
講
じ

る
こ
と
が
事
業
主
の
義
務
と
な
り
ま
す
。

４
　
母
性
健
康
管
理
措
置

事
業
主
は
、
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
健

康
管
理
に
関
す
る
措
置
（
時
差
通
勤
、
勤

務
時
間
の
短
縮
等
）
を
講
ず
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。

３
、
４
に
関
し
て
は
、
措
置
が
講
じ
ら
れ

ず
、
是
正
指
導
に
も
応
じ
な
い
場
合
、
企
業

名
公
表
の
対
象
と
な
る
と
と
も
に
、
紛
争
が

生
じ
た
場
合
、
紛
争
解
決
援
助
の
申
し
出
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ

埼
玉
労
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局
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用
均
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室
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平
成
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年
4
月
1
日
ス
タ
ー
ト
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年　　月　　日

平成19年４月10日（火）

平成19年５月７日（月）

平成19年６月８日（金）

平成19年７月９日（月）

平成19年８月３日（金）

平成19年９月７日（金）

平成19年10月１日（月）

平成19年11月７日（水）

平成19年12月７日（金）

平成20年１月７日（月）

平成20年２月７日（木）

平成20年３月７日（金）

時　　　間

午前９時30分から

午前９時30分から

午前10時00分から

午前10時00分から

午後３時00分から

午前９時30分から

午前９時30分から

午前10時00分から

午前10時00分から

午前９時30分から

午前10時00分から

午前９時30分から

場　　　　　所

はぴすしらおか（会議室６・７）

役場４階会議室（特１・特２）

菁莪小学校会議室

篠津中学校会議室

役場４階会議室（特１・特２）

役場４階会議室（403）

役場４階会議室（特１・特２）

南小学校会議室

白岡中学校会議室

役場４階会議室（特１・特２）

白岡東小学校会議室

役場４階会議室（403）
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